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会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の名称

RSM清和監査法人

（2）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29,400千円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 29,400千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、会計監査人の職務執行状況、監査計画の内
容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、同業他社比較及び監査の実効性を確保するために必要な監
査日数等を総合的に勘案した結果、妥当であると判断したため、会社法第399条第１項の同意を行っ
ております。

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定方針
監査役会は、会社法第340条第１項各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、全監
査役の同意に基づき、会計監査人を解任するほか、その必要があると判断したときは、会
計監査人の解任又は不信任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該
議案を株主総会に提案いたします。

― 1 ―

2025年04月21日 17時25分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、業務の適正を確保するための

体制整備に向けた基本方針について、取締役会において以下のとおり決議しました。
１ 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（1）当社は、「法令」、「定款」、「社内規程」等（以下、総称して「法令等」という。）に基づ

き、経営に関する重要な事項の決定及び報告を行うために、取締役会を原則として月１
回開催する。

（2）取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役及び取締役に任命された執行役員が
適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。

（3）取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行
う。

（4）各監査役は、監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調
査等を通じて、取締役の職務執行の監査を行う。

（5）取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。
（6）管理本部長をコンプライアンス・リスク全体に関する総括責任者とし、コンプライアン

ス・リスク管理委員会を設置させる。コンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプ
ライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行う体制の構築・維持及び整備を行
う。

（7）万が一、法令等違反に関する事態が発生した場合には、コンプライアンス・リスク管理
委員会を中心に、代表取締役社長、取締役会、監査役会、顧問弁護士へと直ちに報告が
なされる体制を構築する。

（8）監査役及び内部監査担当は、情報交換等を行い連携し、職務執行内容が法令等に準拠し
て適正に行われているか問題の有無を調査し、必要に応じて取締役会へ報告する。

（9）法令等の違反行為等に対して、社内外に匿名で相談・申告できる「内部・外部通報窓
口」を設置し、相談・申告を行った者が不利益な扱いを受けない体制を整備する。
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２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（1）株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令

及び「文書管理規程」、「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期
間保存する。

（2）「文書管理規程」、「稟議規程」その他の関連規程は、必要に応じて適時見直し、改善す
る。

３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）取締役会及びその他の重要な会議において、各取締役、経営幹部及び使用人から、業務

執行に関わる重要な情報の報告が行われる体制を構築する。
（2）管理本部長をリスク管理の総括責任者とし、各担当取締役と連携しながら、リスクを最

小限に抑える体制を構築する。
（3）有事の際、担当取締役が対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士等と迅速な対応を

とれる体制をとり、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時
の対応等のリスク管理体制を明文化した「リスク管理規程」を制定する。

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）取締役による効率的な職務執行を確保するため、取締役会の運営に関する事項を「取締

役会規程」に定め、取締役会を月１回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
（2）取締役会における意思決定にあたり、十分かつ適切な情報が各取締役に提供される体制

を整備する。
（3）経営及び業務執行に必要な情報については、ＩＴを活用し迅速かつ的確に各取締役に共

有される体制を整備する。
（4）めまぐるしく変化する経営環境にも対応できるよう、取締役の任期を１年とする。

５ 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
（1）「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の管理は、管理本部長が統括し、毎月、業務

執行のモニタリングを行っており、必要に応じて取締役会への報告を行う。
（2）監査役は、計画的に関係会社の監査を行い、必要に応じて取締役会への報告を行う。
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６ 監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体
制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
（1）監査役の求めにより取締役会との協議を行い、その職務を補助する使用人（以下、「職

務補助者」という。）を任命及び配置することができる体制を構築する。
（2）監査役が指定する期間中は、職務補助者への指揮権は監査役のみに帰属し、取締役から

の指揮命令は受けない体制とする。

７ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
（1）監査役は、取締役会のほか営業会議等の業務執行に係る重要会議に出席し、当社におけ

る重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について報告を受ける。
（2）取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要

な法令等の違反行為を認知した場合のほか、取締役会に付議する重要な事項と重要な決
定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部
監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。

８ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）監査役会は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施で

きる体制を構築する。
（2）会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に

応じて調査及び報告を求めることができる体制とする。

9 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないこ
とを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関
係行政機関などからの情報収集に努め、事案発生時には関係行政機関や法律の専門家と
緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

― 4 ―

2025年04月21日 17時25分 $FOLDER; 5ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



業務の適正を確保するための体制の運用状況
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
１ 取締役の職務執行の効率性の確保のための取り組み

当社は、取締役会設置会社であり、取締役会は、取締役７名（うち、社外取締役４名）で
構成され、業務執行の最高意思決定機関であり、法令や定款に則り、経営に関する重要事項
や業務執行の意思決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は、原則と
して毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
また、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る情報は、法令及び「文書管理規程」に
従って適切に保存及び管理しています。

２ 内部監査の実効性の確保のための取り組み
内部監査につきましては、代表取締役社長が直轄する内部監査室を設置し、内部監査を実

施しております。内部監査については、代表取締役社長による承認を得た内部監査計画書に
基づき、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況について、合法性と
合理性の観点から検討・評価しております。内部監査結果については、内部監査報告書とし
て取りまとめ、代表取締役社長及び監査役に報告しております。さらに、内部監査の過程で
改善を要する事項が検出された場合には、助言・提案を行うとともに、被監査部門による改
善状況をフォローアップ監査により確認しております。

３ 監査役監査の実効性の確保のための取り組み
監査役監査につきましては、監査役会にて決定された、監査の方針、方法及び実施計画等

に基づき、各監査役が監査業務を分担して実施し、監査役会において情報共有を行っており
ます。なお、内部監査室、監査役会及び会計監査人は相互に緊密な連携を取り、それぞれの
監査に必要な情報の共有を図っております。

会社の支配に関する基本方針
当社は会社の支配に関する基本方針は定めておりません。
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連結持分変動計算書
（自 2024年３月１日 至 2025年２月28日）

（単位：千円）
親会社の所有者に帰属する持分

資本合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 合計

当期首残高 162,980 2,193,784 2,799,305 − 5,156,069 5,156,069
当期利益 − − 1,418,334 − 1,418,334 1,418,334

当期包括利益合計 − − 1,418,334 − 1,418,334 1,418,334
新株予約権の行使 11,266 11,266 − − 22,531 22,531
自己株式の取得 − △612 − △299,981 △300,592 △300,592
自己株式の処分 − △4,330 − 22,669 18,338 18,338

所有者との
取引額等合計 11,266 6,324 − △277,312 △259,723 △259,723

当期末残高 174,246 2,200,107 4,217,639 △277,312 6,314,680 6,314,680

（注）記載金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
（１）連結計算書類の作成基準
当社及びその子会社（以下「当社グループ」といいます。）の連結計算書類は、会社計算規
則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下「IFRS」といいます。）に準拠して作
成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示事
項の一部を省略しております。

（２）連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 株式会社ライズ・クロス

（３）会計方針に関する事項
①金融商品の評価基準及び評価方法
イ.非デリバティブ金融資産
(a)当初認識及び測定
当社グループでは、非デリバティブ金融資産は、契約条項の当事者となった取引日に当初認
識しております。
営業債権及びその他の債権については、これらの発生日に当初認識しております。
当社グループは、金融資産について、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通
じて公正価値で測定する金融資産、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に、当初認
識時において分類しております。
(i)償却原価で測定する金融資産
以下の条件がともに満たされる場合には、償却原価で事後測定しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業
モデルに基づいて、金融資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシ
ュ・フローが所定の日に生じる。
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(ii)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産
金融資産は、以下の要件を満たす場合にその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債
性金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルに
基づいて、金融資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシ
ュ・フローが所定の日に生じる。
なお、当社グループは、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産を保
有しておりません。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
償却原価で測定する金融資産、又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金
融資産以外の金融資産のうち、当初認識時に事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表
示するという取消不能な選択をした資本性金融資産については、その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産に分類しております。
なお、当社グループは、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産を保
有しておりません。
(iii)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産以
外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
なお、当社グループは、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産を保有しておりませ
ん。
当初認識時において、金融資産をその公正価値で測定し、金融資産が純損益を通じて公正価
値で測定するものでない場合には、金融資産の取得に直接起因する取引コストを加算してお
ります。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取引コストは、純損益に認識してお
ります。
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(b)事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて次のとおり測定しております。
(i)償却原価で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しております。
また、償却原価で測定する金融資産に係る利息発生額は連結損益計算書の「金融収益」に含
まれております。
(ii)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産に係る公正価値の変動額は、
減損利得又は減損損失及び為替差損益を除き、当該金融資産の認識の中止が行われるまで、
その他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、過
去に認識したその他の包括利益は純損益に振り替えております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に係る公正価値の変動額は、
その他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、又
は公正価値が著しく下落した場合、過去に認識したその他の包括利益は利益剰余金に直接振
り替えております。なお、当該金融資産からの配当金については純損益として認識しており
ます。
(iii)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、
その変動額は純損益として認識しております。
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(c)金融資産の減損
償却原価により測定する金融資産については、予想信用損失に対する貸倒引当金を認識して
おります。
当社グループは、期末日ごとに、金融資産の信用リスクが当初認識以降に著しく増大してい
る場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し
ております。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、
当該金融資産に係る貸倒引当金を12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しております。
金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大しているか否かは、当初認識時にお
ける債務不履行発生リスクと各期末における債務不履行発生リスクを比較して判断しており
ます。
これには、利用可能な合理的かつ裏付けのための将来の見通しに関する情報を、特に次の指
標を織り込み、考慮しております。
・内部信用格付
・利用可能な場合、外部信用格付
・借手の営業成績の実際の又は予想される著しい変化
・借手の規制環境、経済環境又は技術環境の実施の又は予想される著しい不利な変化のう
ち、借手債務を履行する能力の著しい変化を生じさせるもの
・同一の借手の他の金融商品に係る信用リスクの著しい増大
・債務の裏付となっている担保の価値又は第三者の保証もしくは信用補完の質の著しい変化
当社グループにおいて、発行者又は債務者の重大な財政的困難、契約上の支払の期日経過が
90日超の延滞など金融資産の見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を与える事象が生
じた場合に債務不履行が生じていると判断しております。債務不履行に該当した場合は信用
減損の客観的な証拠が存在すると判断し、信用減損金融資産に分類しております。
なお、金融資産に係る信用リスクが期末日現在で低いと判断される場合には、当該金融資産
に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増加していないと評価しております。
ただし、重要な金融要素を含んでいない営業債権等については、信用リスクの当初認識時点
からの著しい増加の有無にかかわらず、常に、貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい
金額で測定しております。
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金融商品の予想信用損失は、以下のものを反映する方法で見積っております。
・一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・貨幣の時間価値
・過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコ
ストや労力をかけずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒が法的に確定した
段階で、予想信用損失を帳簿価額から直接償却しております。貸倒引当金を減額する事象が
発生した場合は、貸倒引当金の戻入額を純損益で認識しております。ただし、その他の包括
利益を通じて公正価値で測定する負債性金融資産に対する貸倒引当金の繰入額は、その他の
包括利益で認識しております。

(d)認識の中止
当社グループは、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅する、又
は当社グループが金融資産の所有のリスクと経済価値のほとんどすべてを移転する場合にお
いて、金融資産の認識を中止しております。当社グループが、移転した当該金融資産に対す
る支配を継続している場合には、継続的関与を有している範囲において、資産と関連する負
債を認識します。

ロ.非デリバティブ金融負債
(a)当初認識及び測定
非デリバティブ金融負債は、契約条項の当事者となった取引日に当初認識し、償却原価で測
定する金融負債と純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。すべて
の金融負債は公正価値で当初測定しておりますが、償却原価で測定する金融負債について
は、直接帰属する取引コストを控除した金額で測定しております。なお、当社グループは、
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債を保有しておりません。
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(b)事後測定
(i)償却原価で測定する金融負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債以外の金融負債については、割引の効果の重要
性が乏しい金融負債を除き、実効金利法を用いて償却原価で測定しております。また、償却
原価で測定する金融負債に係る利息発生額は連結損益計算書の「金融費用」に含まれており
ます。
(ii)純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
売買目的の金融負債は、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債に分類しております。
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は公正価値で測定し、公正価値の変動は純損益
として認識しております。

(c)認識の中止
当社グループは、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取
消、又は失効となった場合に、金融負債の認識を中止しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産は、原価と正味実現可能価額とのいずれか低い額により測定しております。正味実
現可能価額は、通常の事業過程における見積売価から、完成までに要する原価の見積額及び
販売に要するコストの見積額を控除した額であります。原価の算定方法にあたっては、個別
法を用いております。
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③有形固定資産（使用権資産を除く）の評価基準及び評価方法、並びに減価償却の方法
有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を
控除した価額で計上しております。
取得原価には、購入価格（輸入関税及び還付されない取得税を含み、値引及び割戻しを控除
後）、当該資産を意図した方法で稼働可能にするために必要な場所及び状態にしておくこと
に直接起因するコスト及び資産化に適格な借入コスト、並びに、当該資産項目の解体及び除
去コスト並びに敷地の原状回復コストが含まれております。
有形固定資産の取得原価から残存価額を控除した償却可能価額を耐用年数にわたって、主と
して定額法により減価償却しております。主な有形固定資産の見積耐用年数は、次のとおり
です。
建物附属設備 ８〜15年
工具、器具及び備品 ３〜15年
なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は各年度末に見直しを行い、変更があった
場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

④のれん及び無形資産の評価基準及び評価方法、並びに償却の方法
イ.のれん
当社グループは、のれんを取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持分の認識額を
含む譲渡対価の公正価値から、取得日時点における識別可能な取得資産及び引受負債の純認
識額（通常、公正価値）を控除した額として当初測定しております。減損テスト及び減損損
失の測定については、「(３)会計方針に関する事項⑥非金融資産の減損」に記載しておりま
す。
のれんは償却を行わず、毎期又は減損の兆候が存在する場合には、その都度、減損テストを
実施しております。
のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示
されます。なお、のれんの減損損失の戻入は行っておりません。
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ロ.無形資産
無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した
価額で計上しております。
無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用
年数にわたって定額法で償却しております。
なお、見積耐用年数、残存価額及び減価償却方法は各年度末に見直しを行い、変更があった
場合は、会計上の見積りの変更として将来に向かって適用しております。

⑤リース
当社グループは、契約の開始時に、当該契約がリース又はリースを含んだものであるのかど
うかを判定しております。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり
対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか又はリースを含んでおります。

借手としてのリース
リースの開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しております。使用権資産は開
始日において取得原価で測定しております。開始日後においては、原価モデルを適用して、
取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。原資産の所
有権がリース期間の終了時までに借手に移転する場合又は、使用権資産の取得原価が購入オ
プションを行使することを反映している場合には、使用権資産を開始日から原資産の耐用年
数又はリース期間の終了時のいずれか早い時まで減価償却しております。リース期間は、リ
ースの解約不能期間に、行使することが合理的に確実な延長オプション又は行使しないこと
が合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決定しております。
リース負債は、開始日において同日現在で支払われていないリース料を割り引いた現在価値
で測定しております。
リース料は、利息法に基づき金融費用とリース負債の返済額に配分し、金融費用は連結損益
計算書において認識しております。
通常、追加借入利子率を割引率として用いております。開始日後においては、リース負債に
係る金利や、支払われたリース料を反映するようにリース負債の帳簿価額を増減しておりま
す。リース負債を見直した場合又はリースの条件変更が行われた場合には、リース負債を再
測定し使用権資産を修正しております。
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なお、リース期間が12ヶ月以内の短期リース及び原資産が少額のリースについては、使用
権資産及びリース負債を認識せず、リース料をリース期間にわたって、定額により費用とし
て認識しております。

⑥非金融資産の減損
当社グループは、期末日ごとに資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを評価し
ております。減損の兆候が存在する場合には、当該資産の回収可能価額を見積っておりま
す。減損の兆候の有無に係らず、耐用年数を確定できない無形資産又は未だ使用可能ではな
い無形資産、及び企業結合で取得したのれんについては毎期減損テストを実施しておりま
す。
回収可能価額は、資産又は資金生成単位の処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれ
か高い金額としております。個別資産についての回収可能価額の見積りが不可能な場合に
は、当該資産が属する資金生成単位の回収可能価額を算定しております。
使用価値は、資産の継続的使用及び最終的な処分から発生する将来キャッシュ・インフロー
及びアウトフローの見積額を貨幣の時間価値及び当該資産の固有のリスクの市場評価を反映
した税引前の割引率により割り引いて算定した現在価値です。
資産又は資金生成単位の回収可能価額が当該資産又は資金生成単位の帳簿価額を下回る場合
には、減損損失を認識しております。減損損失はその他の包括利益に再評価額が認識されて
いる場合を除き、直ちに純損益として認識しております。
過去の期間において、のれん以外の資産について認識した減損損失は、減損損失が最後に認
識された以後、認識した減損損失がもはや存在しないか、あるいは減少している可能性を示
す兆候に基づき、当該資産の回収可能価額の算定に用いられた見積りに変更があった場合に
のみ、戻し入れます。

⑦引当金の計上基準
当社グループは、過去の事象の結果として、合理的に見積り可能な法的又は推定的債務を現
在の負債として負っており、当該債務を決済するために経済的便益の流出が生じる可能性が
高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に、引当金を認識しており
ます。貨幣の時間的価値の影響に重要性がある場合には、見積将来キャッシュ・フローをそ
の負債に固有のリスクを反映させた税引前の割引率で割り引いた現在価値で測定しておりま
す。
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時の経過に伴う割引額の割戻しは、金融費用として認識しております。
受注損失引当金については、受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末に
おける受注契約に係る損失見込額を計上しております。

⑧収益認識
当社グループは、次の５ステップアプローチに基づき、約束したサービス又は役務を顧客に
移転し、顧客が当該サービス又は役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しておりま
す。収益は顧客への財の移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額で認識してお
り、値引・割戻し及び付加価値税等を控除後の金額で測定しております。
ステップ１：契約の識別
ステップ２：履行義務の識別
ステップ３：取引価格の算定
ステップ４：履行義務への取引価格の配分
ステップ５：履行義務の充足による収益の認識

一定の期間にわたり移転されるサービス
一定の期間にわたり移転されるサービスは、顧客との契約に基づく期間にわたり役務を提供
する義務を負っているコンサルティング業務となります。当該履行義務は契約期間にわたる
役務の提供によって充足されるものであることから、収益は当該履行義務が充足される契約
期間において、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。当該履行義務は、
契約に定められた期間において顧客に役務を提供することによって充足されるため、収益
は、原則として契約期間に応じて期間均等額、又は当該契約等に定められた金額で計上して
おります。なお、これらの支払は、契約に基づく期間における役務提供が完了した時点から
概ね３ヶ月以内に支払を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
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一時点で移転される財及びサービス
一時点で移転される財及びサービスは、顧客との契約により成果物を提供する義務を負って
いるコンサルティング業務となります。顧客に引渡した成果物による収益は、成果物の支配
が顧客に移転し、成果物を顧客が検収した時点で、顧客に成果物の法的所有権、物理的占
有、成果物の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転することで、成果物に対する対価
として支払を受ける権利を有するため、その時点で収益を認識しております。当該履行義務
は、契約等に定められた金額に基づく成果物を顧客に提供するものであり、収益は、顧客が
成果物を検収した時点で計上しております。なお、これらの支払は、顧客が成果物を検収し
た日の属する月から概ね３ヶ月以内に支払を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含
まれておりません。

⑨従業員給付
イ.短期従業員給付
短期従業員給付とは、従業員が関連する勤務を提供した期間の末日後12ヶ月以内に決済の
期限が到来する従業員給付をいい、短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連す
るサービスが提供された時点で費用として認識し、未払分を負債計上しております。
累積型の有給休暇に関する従業員給付の予想コストは、将来の有給休暇の権利を増加させる
勤務を従業員が提供した時に認識しています。賞与については、過去に従業員から勤務を提
供された結果、支払を行う法的又は推定的債務を有しており、かつ、当該債務について信頼
性のある見積りが可能な場合に負債として認識しております。

ロ.退職給付
当社グループは、退職給付制度として、確定拠出制度を採用しております。
確定拠出制度への拠出については、棚卸資産や有形固定資産の取得原価に含められる場合を
除き、その発生時に費用として認識しております。既に支払った掛金が連結会計年度の末日
前の勤務に対する掛金を超過する場合には、当該前払が将来支払の減少又は現金の返還とな
る範囲で、当該超過を資産として認識しております。
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２．会計上の見積に関する注記
IFRSに準拠した連結計算書類の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負
債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されていま
す。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
翌連結会計年度において重要な修正をもたらす可能性のある、将来に関する仮定及び見積り
の不確実性に関する情報は以下のとおりです。

（のれんの減損）
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
のれん 5,120,539千円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財政状態計算書に計上されているのれんは、株式会社ライズ・コンサルティング・グル
ープの前身である株式会社ライズ・ホールディングスが2020年12月25日に旧株式会社ラ
イズ・コンサルティング・グループを取得した際に発生したものであります。
当社グループは、のれんについて、毎期及び減損の兆候がある場合には随時、減損テストを
実施しております。減損テストののれんの回収可能価額は使用価値により測定しておりま
す。使用価値は、過去の経験と外部からの情報を反映し、経営者が承認した５年間を限度と
する事業計画を基礎としたキャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引くことにより算
定しております。経営者が承認した事業計画の予測を超える期間におけるキャッシュ・フロ
ーについては各期とも成長率をゼロとして使用価値を算定しております。なお、当連結会計
年度において、回収可能価額は帳簿価額を十分に上回っていることから、減損損失は計上し
ておりません。
減損テストに用いた仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、将来
の不確実な経済条件の変動の結果により影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった
場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能
性があります。
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３．連結財政状態計算書に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 66,052千円

（２）損失が見込まれる契約に係る棚卸資産は、これに対応する受注損失引当金3,337千円
（すべて仕掛品に係る受注損失引当金）と相殺表示しております。

４．連結損益計算書に関する注記
売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 3,337千円

５．連結持分変動計算書に関する注記
（１）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種
類

当連結会計年
度期首株式数
（株）

当連結会計年
度増加株式数
（株）

当連結会計年
度減少株式数
（株）

当連結会計年
度期末株式数
（株）

発行済株式 普通株式 24,430,450 225,310 - 24,655,760

自己株式 普通株式 - 374,500 28,300 346,200
(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。
2.普通株式の自己株式の増加は、取締役会決議による取得によるものであります。
3.普通株式の自己株式の減少は、譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。

（２）配当に関する事項
①配当金支払額
該当事項はありません。

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの

決議 株式の
種類

配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年４月14日
取締役会

普通
株式

利益剰余金 218,786 9.00 2025年2月28日 2025年５月30日
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（３）新株予約権等に関する事項
当連結会計年度末における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）
の目的となる株式の種類及び数
普通株式 852,640株

６．金融商品に関する注記
（１）金融商品の状況に関する事項
①資本管理
当社グループは、中長期的に持続的成長を続け、企業価値を最大化するために、最適な資本
構成を実現し維持することを資本管理の基本方針としております。
②財務上のリスク管理
当社グループは、事業活動を遂行する過程において、様々な財務上のリスク(信用リスク・
流動性リスク・金利リスク)に晒されております。そのため、社内管理規程等に基づき、定
期的に財務上のリスクのモニタリングを行い、リスクを回避又は低減するための対応を必要
に応じて実施しております。
なお、当社グループは為替リスク及び株式市場リスクを考慮すべき金融商品の保有はなく、
これらのリスクには晒されておりません。

イ.信用リスク管理
信用リスクとは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行になり、当
社グループに財務上の損失を発生させるリスクであります。信用リスクは、主に当社グルー
プの顧客に対する債権から生じます。
当社グループは、与信管理規程等に基づいて、取引先に対して与信限度額を設定し、取引先
ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、取締役会にて議論
を行い今後の対応について検討し、必要に応じて取引先の信用力、回収状況及び滞留債権の
状況等に基づいて予想信用損失を見積り、貸倒引当金を設定しております。なお、当社グル
ープは、特定の相手先に対して過度に集中した信用リスクのエクスポージャーを有しており
ません。
当連結会計年度において、期日を超過している債権はないため貸倒引当金は認識しておりま
せん。
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ロ.流動性リスク管理
流動性リスクとは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあた
り、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。当社グループは、適切な返
済資金を準備するとともに、金融機関よりコミットメントライン契約等随時利用可能な信用
枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リ
スクを管理しております。
ハ.金利リスク管理
当社グループは、金融機関から借入を行っており、借入に係る利息金額は、市場金利の変動
に影響を受けるため、利息の将来キャッシュ・フローが変動する金利リスクに晒されており
ます。
当社グループでは、市場金利の動向をモニタリングし、損益に与える影響を試算しておりま
す。

（２）金融商品の公正価値等に関する事項
償却原価で測定される金融商品の帳簿価額と公正価値の比較は、次のとおりです。なお、帳
簿価額と公正価値が極めて近似している金融商品については、以下の表に含めておりませ
ん。

（単位：千円）
帳簿価額 公正価値

償却原価で測定する金融資産
その他の金融資産
敷金及び保証金 62,838 57,709

償却原価で測定する金融負債
長期借入金 1,595,790 1,592,664

（注）長期借入金は、１年内返済予定の長期借入金残高を含んでおります。
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（３）公正価値の算定方法
金融商品の公正価値の算定方法は、以下のとおりです。
①現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務
これらはすべて短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
②敷金及び保証金
敷金及び保証金の公正価値については、その将来キャッシュ・フローを安全性の高い長期の
債券の利回りで割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。
③長期借入金
長期借入金の公正価値については、その将来キャッシュ・フローを、新規に同様の借入を行
った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類して
おります。

７．収益認識に関する注記
（１）収益の分解
当社グループは、顧客との契約から生じる収益を、財又はサービスの移転時期により分解し
ております。これらの分解した収益の内訳は、以下のとおりです。

(単位：千円)
収益認識の時期

一定の期間にわたり移転されるサービス 7,482,320

一時点で移転される財及びサービス 197,546

合計 7,679,866

当社グループは、コンサルティング業務及びこれに付随する事業を行っており、報告セグメ
ントはコンサルティング事業の単一セグメントであることから、セグメント別の収益の内訳
は記載しておりません。

（２）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「１.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等(３)会計方針に関す
る事項⑧収益認識」に記載のとおりです。
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（３）当連結会計年度及び翌連結会計年度の収益の金額を理解するための情報
顧客との契約から生じた契約残高は、以下のとおりです。

（単位：千円）
当連結会計年度
期首残高

当連結会計年度
期末残高

顧客との契約から生じた債権（売掛金） 766,596 950,383

契約資産 125,623 67,436

契約負債 - 6,072

返金負債 15,313 54,715
（注）１.契約資産は、各報告期間の末日時点で全部又は部分的に完了しているが、

まだ支払に対する権利を得ていない作業の対価に関連するものです。
契約資産は、支払に対する権利が無条件になった時点で債権に振り替えられます。

２.契約負債は、主に顧客からの前受金に関するものです。
３.返金負債は、顧客へのサービス提供に対し、将来返金が見込まれる金額を
計上したものになります。計上金額については、契約条件などに基づき算定して
おります。連結財政状態計算書において、その他の流動負債に含めております。

８．１株当たり情報に関する注記
１株当たり親会社所有者帰属持分 259円76銭
基本的１株当たり当期利益 58円65銭
希薄化後１株当たり当期利益 56円62銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
（自 2024年３月１日 至 2025年２月28日）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越
利益剰余金

当期首残高 162,980 52,980 2,100,862 2,153,843 710,936 710,936

事業年度中の変動額

新株予約権の行使 11,265 11,265 − 11,265 − −

自己株式の取得 − − − − − −

自己株式の処分 − − △4,330 △4,330 − −

当期純利益 − − − − 667,575 667,575

事業年度中の変動額合計 11,265 11,265 △4,330 6,935 667,575 667,575

当期末残高 174,245 64,245 2,096,532 2,160,778 1,378,511 1,378,511
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（単位：千円）
株 主 資 本

新株予約権 純資産合計
自己株式 株 主 資 本

合計

当期首残高 − 3,027,759 351 3,028,111

事業年度中の変動額

新株予約権の行使 − 22,531 − 22,531

自己株式の取得 △299,980 △299,980 − △299,980

自己株式の処分 22,668 18,338 − 18,338

当期純利益 − 667,575 − 667,575

事業年度中の変動額合計 △277,311 408,463 − 408,463

当期末残高 △277,311 3,436,223 351 3,436,575

（注）記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（１）資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法）を採用しております。

貯蔵品
先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）を採用しております。

（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
主に定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 ８年〜15年
工具、器具及び備品 ３年〜15年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。なお、耐用年数は以下のとおりであります。
のれん ７年

③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（３）繰延資産の処理方法
株式交付費
株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。

（４）引当金の計上基準
①賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額の当事業年度負担額を計上しております。

②受注損失引当金
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込

額を受注損失引当金として計上し、対応する仕掛品と相殺して表示しております。

（５）収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益について、下記の５ステップアプローチに基づき、顧客との契
約から生じる収益を認識しております。
ステップ１：契約の識別
ステップ２：履行義務の識別
ステップ３：取引価格の算定
ステップ４：履行義務への取引価格の配分
ステップ５：履行義務の充足による収益の認識

当社における主なサービスの収益認識の方法は以下のとおりであります。
一定の期間にわたり移転されるサービス
一定の期間にわたり移転されるサービスは、顧客との契約に基づく期間にわたり役務を提供
する義務を負っているコンサルティング業務となります。当該履行義務は契約期間にわたる
役務の提供によって充足されるものであることから、収益は当該履行義務が充足される契約
期間において、契約に定められた金額に基づき収益を認識しております。当該履行義務は、
契約に定められた期間において顧客に役務を提供することによって充足されるため、収益
は、原則として契約期間に応じて期間均等額、又は当該契約等に定められた金額で計上して
おります。なお、これらの支払は、契約に基づく期間における役務提供が完了した時点から
概ね３ヶ月以内に支払を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。

― 27 ―

2025年04月21日 17時25分 $FOLDER; 28ページ （Tess 1.50(64) 20250213_01）



一時点で移転される財及びサービス
一時点で移転される財及びサービスは、顧客との契約により成果物を提供する義務を負って
いるコンサルティング業務となります。顧客に引渡した成果物による収益は、成果物の支配
が顧客に移転し、成果物を顧客が検収した時点で、顧客に成果物の法的所有権、物理的占
有、成果物の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転することで、成果物に対する対価
として支払を受ける権利を有するため、その時点で収益を認識しております。当該履行義務
は、契約等に定められた金額に基づく成果物を顧客に提供するものであり、収益は、顧客が
成果物を検収した時点で計上しております。なお、これらの支払は、顧客が成果物を検収し
た日の属する月から概ね３ヶ月以内に支払を受けており、対価の金額に重要な金融要素は含
まれておりません。

２．会計上の見積りに関する注記
（固定資産の評価）

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
有形固定資産 45,719千円
無形固定資産 2,194,516千円
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（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当事業年度末において、資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを検討しており
ます。減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得
られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損
失の認識の判定を実施しております。減損損失の測定は、資産又は資産グループの帳簿価額
と回収可能価額を比較することにより実施し、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識することとなります。回収可能価額
は、資産又は資産グループの処分費用控除後の正味売却価額と使用価値（割引後将来キャッ
シュ・フロー）のいずれか高い金額を使用しております。
減損損失の認識の判定を実施する契機となる重要な要素には、過去あるいは将来見込まれる
経営成績に対する著しい実績の悪化、取得した資産の用途の著しい変更又は事業戦略全体の
変更等が含まれます。
当事業年度において、当社は継続して営業利益を計上しており、また、経営環境の著しい悪
化又は悪化する見込みがないことから、減損の兆候はないと判断しておりますが、事業計画
や市場環境の変化により前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、兆候を識別し、その結
果、減損処理が必要となる可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記
（１）有形固定資産の減価償却累計額 75,265千円

（２）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 4,908千円
短期金銭債務 990千円

（３）受注損失引当金
損失が見込まれる契約に係る棚卸資産は、これに対応する受注損失引当金3,337千円（すべ
て仕掛品に係る受注損失引当金）と相殺表示しております。
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４．損益計算書に関する注記
（１）関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上原価 630千円
販売費及び一般管理費 75,659千円

営業取引以外の取引による取引高 7,923千円

（２）売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 3,337千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 346,200株

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 20,830千円
賞与引当金 1,937千円
資産除去債務 7,042千円
未確定債務 3,337千円
返金負債 16,753千円
その他 5,717千円
繰延税金資産小計 55,619千円
評価性引当額 −
繰延税金資産合計 55,619千円

繰延税金負債
資産除去債務に対する除去費用 △4,401千円
繰延税金負債合計 △4,401千円
繰延税金資産の純額 51,217千円
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７．収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報は、「１.重要な会計方針に係る事項に関する注記(５)
収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

８．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 141円35銭
１株当たり当期純利益 27円60銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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